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海外情報

中国の酪農・乳業政策と成果

中国農業大学経済管理学院　王越、劉玉梅

１　はじめに

　酪農・乳業は、中国の農業・食品産業の重要な位置をしめている。中国政府は、改革開放以来、
特に2008年の「メラミン混入事件」以降、さまざまな施策を講じてきた。今後、酪農・乳業
をさらに発展させるためには、牛乳乳製品の安全性を確保するとともに、消費者の信頼を取
り戻すことが肝要である。

【要約】

酪農・乳業は、改革開放がなされてから、

もっとも急速に発展した重要産業のひとつで

ある。酪農・乳業の安定した成長は、産業構

造の最適化、酪農従事者の所得向上、国民の

健康増進などの点できわめて重要である。『全

国乳業発展計画（2016−2020）』は、酪農・

乳業が農業・食品産業の重要な位置をしめて

いること、国民の健康を増進するうえで欠か

せないこと、安全性が注目されていること、

農業の近代化を象徴する産業であること、ま

た第一次、第二次、第三次産業の調和のとれ

た戦略的産業であることを明確に述べてい

る。

しかし、中国で酪農・乳業関連法規が整

備されはじめたのは比較的おそく、1958

年の『乳製品品質基準検査方法』（軽工業部

食品工業局）が最初である。これは、牛乳

乳製品の品質検査の重要な基準であった（施

婧楠、2016）。1978年に改革開放がはじ

まると、酪農・乳業の急速な発展にあわせて、

政府は、一連の政策法規や管理方法を定め

た。1984年に中国経済委員会から公布さ

れた『1991年～ 2000年の全国食品産業

発展要綱』では、酪農・乳業の主な発展方

向や重点課題がはじめてあきらかにされた。

牛 乳 乳 製 品 の 衛 生 管 理 や 安 全 確 保 は、

1983年に衛生部から公布された『混合殺菌

牛乳の暫定衛生基準・衛生管理方法』によっ

て重視されるようになった。しかしながら、

中国で牛乳乳製品の安全に関する規制が正式

に導入されるのは2003年を待たなければな

らない。すなわち、『牛乳乳製品管理方法』、『牛

乳乳製品の良好な生産管理規範』などである。

2008年に発生した 「メラミン混入事件」は、

酪農・乳業界に非常に大きな衝撃をあたえ、

国産牛乳乳製品に対する国民の信頼は大きく

揺らいだ。同年、国務院と衛生部が『牛乳乳

製品安全管理条例』（注１）、『酪農・乳業整備・
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振興計画』など、マイルストーンとなる一連

の政策法規を打ち出し、酪農・乳業に対する

厳しい指導がなされた。その後、2008年か

ら2018年までの間、政府は、一貫して酪農・

乳業を重視し、政策法規や基準を次々と打ち

出した。さらに、2016年からは、酪農を含

む農業生産構造改革がはじまった。

こうした政策や政府の補助によって、中国

の 酪 農・ 乳 業 は 飛 躍 的 な 発 展 を と げ た。

2016年には乳類総生産量は3712万トン（注２）

となり、世界の総生産量の4.7%（注３）をしめ

た。また、牛乳乳製品（注４）総消費量は3205

万トン、生乳換算で4993万トン、そのうち

国内生産は3712万トン、輸入が1281万ト

ンであった。消費量は世界第３位で（注５）、牛

乳乳製品の一大消費大国となった。

本稿では、近年の酪農・乳業関連の政策法

規を整理したうえで（注６）、中国の特徴を踏ま

え、生乳生産段階、集乳・輸送段階、牛乳乳

製品加工段階、販売・消費段階、食品安全の

5つの面から、酪農・乳業にかかる施策と成

果を整理・分析して、酪農・乳業政策の課題

をさぐり、改善策を示す。

なお、本稿中の為替レートは、１元＝

17.29円（2018年５月末日TTS相場）を用

いた。

（注１）中国の国務院が定める条例は、日本の政令に相当する。

（注２）  データ出所：『中国統計年鑑（2017）』。乳類とは牛、水牛、

羊、ヤク、ラクダ、ロバの乳の合計。

（注３）  2017年乳業はレベルアップ・転換期に-大渝ネット-騰訊

ネ ッ ト http://cq.qq.com/a/20170629/013065.

htm 

（注４）  乳製品には、液体乳、粉ミルク、練乳、乳脂肪、チーズ、

ミルクアイス並びにその他の乳製品が含まれる。

（注５）　  2017年乳業はレベルアップ・転換期に-大渝ネット-騰

訊ネット http://cq.qq.com/a/20170629/013065.

htm 

（注６）　  本論が言及する政策法規、基準の出典は、国家農業部、

財政部、衛生部、国務院、食品薬品監督管理総局、品質

監督検査検疫総局などの政府や中国乳業協会のウェブサ

イトである。

２　酪農・乳業政策と成果

近年、中国の生乳価格は不安定であるが、

これは、各段階における問題が集中的に表れ

た結果であるといえる。以下に各段階の主な

問題点をあげる。生乳生産段階では、農家が

組織化されていないこと、飼養管理技術がお

くれていること、乳牛の遺伝的能力が低いこ

と、飼料の品質や量が不十分であることなど

があげられる。また、集乳・輸送段階では、

衛生管理水準があまり高くないこと、検査・

監督の手順が標準化されていないことが問題

であり、加工段階では、市場の秩序が乱れて

いることや酪農家と乳業メーカーの利益が相

反しているといった問題がある。販売・消費

段階では、中国の消費者は、国産品をあまり

信頼していないことや、乳製品そのものにな

じみがないことが問題である。このほか、品

質を保証するしくみが整っていないことも重

要な問題である。こうした問題を解決すべく、

中国政府はそれぞれの段階に対して多様な施

策を展開し、少しずつ政策体系を構築しつつ

ある。

（１）生乳生産段階

生乳生産は、酪農・乳業の健全な発展の基

礎となるものである。中国では、産業の上流

にあたる生乳生産が比較的よわいことが、牛

乳乳製品市場の価格変動を引き起こしている
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とみなされることが多い。実際、政府によっ

て近年打ち出された施策の多くは、生乳生産

段階に集中している。施策の変遷をみると、

従来の量を求めるものから、近年は品質を重

視する方向にゆるやかに変化している。

ア 　酪農に適した地域の発展を促し、集約化

が進んだ

2003年、農業部が中心となって、『酪農

重点地域発展計画（2003‒2007年）』が定

められ、北京市、天津市、上海市、河北省、

山西省、内モンゴル自治区、黒龍江省の７つ

の地域が酪農重点省（自治区、市）とされた。

農業部はひきつづき2008年に、『全国酪農

重点地域配置計画（2008‒2015年）』を公

布し、①北京市、上海市、天津市の郊外地域、

②東北の黒龍江省、遼寧省、内モンゴル自治

区、③華北の河北省、山西省、河南省、山東

省、④西北の新疆ウイグル自治区、陝西省、

寧夏回族自治区のあわせて13の省（自治区、

市）の313の県（注７）を酪農重点地域と定め、

これらの地域を重点的に振興した。

この政策はすばらしい成果をあげ、酪農の

集約化が大いにすすんだ。乳類の生産量をみ

ると、2002年から2007年まで急速に増加

したあと、2008年以降は横ばいで推移して

いる（図１）。生乳生産量は、この13の省（自

治区、市）では2002年の1033万トン（注８）

から、2016年には3129万トンと３倍に増

えた。全国にしめる割合をみると、2002年

に は79.5%で あ っ た が、2007年 に は

88.0%となっている。しかし、その後2008

年から2016年まで、この割合は変動しなが

ら低下し、2016年には86.9%となった。低

下した原因としては、これらの地域で小規模

酪農家が離農したことにくわえ、他の地域（四

川省、江蘇省、雲南省、吉林省など）で生産

が急増したことがあげられる。2016年、内

モンゴル自治区、黒龍江省、河北省の生乳生

産量はそれぞれ734万トン、546万トン、

441万トンで、省（自治区、市）別の上位

３省（自治区）となった（図２参照）。

（注７）　  中国の政府は、おおむね中央政府、省（自治区、市）級

政府、地級政府、県級政府、郷級政府の５段階構造であ

る。

（注８）　  この部分に関する全国及び各省（自治区、市）の生乳生

産量データは、『中国統計年鑑（2003‒2017）』による。

比率はその数字から計算したものである。

図１　1997‒2016年の中国の乳類と生乳の生産量
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以上から分かるとおり、これらの政策は、

実施された当初は重点地域の生産量を増加さ

せるうえで比較的大きな役割をはたしたが、

その後、しだいに効果が薄れていったようで

ある。

イ　酪農の大規模化が進展

中小の酪農家の経営環境は、高い生産コス

トなどにより悪化し続けており、結果として、

大規模経営が増えつつある。2007年に出さ

れた『酪農・乳業の持続的で健全な発展の促

進に関する国務院の意見』は、大規模飼養地

区などを発展させることにより、大規模化、

集約化、標準化をいそぐべきであると指摘し

た。その後、2008年から、国家発展改革委

員 会 が、 飼 養 頭 数200～499頭、500～

999頭、1000頭以上の３つの規模別に国家

予算による補助金を支給している。飼養頭数

が200～499頭の飼養地区に対する国の補

助金は、１飼養地区あたり平均50万元（865

万円）、飼養頭数が500～999頭で平均100

万元（1729万円）、飼養頭数が1000頭以上

で平均150万元（2594万円）である。補助

金は主に、飼養地区の水路や給電設備、排せ

つ物処理、防疫設備、搾乳施設、飼料畑、飼

料貯蔵施設などの整備に使われている。

このしくみが始まってから、小規模経営の

割合は低下し、500頭以上の経営の割合が

大幅に上昇した（表１）。大規模経営（乳牛

を100頭以上飼養する経営）が飼養頭数に

しめる割合は、2008年の20%から、2016

年には52%に達した（図３）。中央政府によ

る酪農計画では、「第13次５カ年計画」（注９）

の計画期間（2016 ～ 2020年）中には、こ

の割合を70%（注10）まで引き上げるとしてい

る。大規模化の進展にともない、機械化もす

すんでいる。実際、中国の大規模酪農経営で

は、すべての農場で機械搾乳が行われており、

80%以上でTMRのミキサーが導入されてい

る（孫彦琴等、2017）。

（注９）　  「第13次５カ年計画」とは、中華人民共和国の国民経済

と社会発展の第13次５カ年計画のこと。以下同様。

（注10）　  中国の乳牛飼育の大規模化は後半段階に-中国の乳牛飼

育業界の発展の現状と展望-搜狐ネットhttp://www.

sohu.com/a/145208904_479748

図２　省（自治区、市）ごとの生乳生産量（2016年）
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ウ　乳牛の品種改良が加速

中国は、品種改良で酪農先進国からおくれ

をとっている。農業部と財務部は、畜産業の

発展をうながし、乳牛の品種改良をすすめる

ため、2005年に、乳牛の品種改良補助金の

試験プロジェクトをはじめた。これは、河北

省、内モンゴル自治区、黒龍江省、山西省の

4省（自治区）を対象に、『乳牛品質改良補

助金試験プロジェクト資金管理暫定方法』に

したがって、優秀な種雄牛の凍結精液を使っ

て品種改良をする農家に対して補助金を支給

するというものである。

このプロジェクトは、補助金の支給対象地

域を徐々に拡げながら、10年以上にわたっ

て実施され、乳量増大などに貢献している。

改良された品種は成長がはやく、乳量は大幅

に増えている。この補助金を受けた凍結精液

で生まれた牛の１頭あたり年間乳量は、最大

で2500キログラム増加した（李競前等、

2013）。１頭あたり乳量を比べると、2015

年は、2009年より、全国で20%、内モン

ゴル自治区で17%、黒龍江省で37%、河北

省で16%、山西省で30%増加した（表２）。

体細胞数（注11）の全国平均は43%減少し、生

乳の品質は向上している。

（注11）　  中国では一般に、体細胞数が500千個/mlを超えると

問題があるとされている（中国乳業協会）。

（注12）　  農業部：中国の乳牛大規模飼育の割合が昨年初めて

50%超 に-央 広 ネ ッ トhttp://china.cnr.cn/

gdgg/20170221/t20170221_523613564.shtml

飼養
頭数 2008年 09 10 11 12 13 14 15

1 ～ 4頭 32.4% 28.1% 26.4% 24.0% 22.50 21.8% 20.8% 20.3%
5～ 19頭 31.5% 29.3% 27.1% 24.9% 21.8% 21.2% 19.3% 17.2%
20 ～ 99頭 16.6% 15.8% 15.9% 18.2% 18.4% 15.9% 14.7% 14.2%
100 ～ 199頭 4.0% 3.9% 4.1% 4.5% 5.0% 5.8% 6.4% 6.0%
200 ～ 499頭 5.4% 6.9% 7.1% 7.6% 7.3% 7.6% 8.1% 8.3%
500 ～ 999頭 4.6% 7.7% 9.0% 8.7% 9.6% 9.9% 10.5% 10.4%
1000頭以上 5.5% 8.3% 10.4% 12.1% 15.4% 17.8% 20.2% 23.6%

表１　規模階層別の飼養頭数割合の推移（2008〜2015年）　

資料：『中国乳業年鑑（2014‒2016）』

図３　飼養頭数ベースで見た大規模経営の割合（2002‒2016年）
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資料：2002‒2015年のデータは『中国乳業年鑑』より、2016年のデータは央広ネットより（注12）

　注：大規模経営とは、乳牛を100頭以上飼養する経営
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エ 　アルファルファの生産振興

中国の酪農は、良質な飼料の不足に悩まさ

れている。アルファルファは酪農発展の根幹

であり、生乳生産を確保するうえで極めて重

要である（楊春、王明利，2011）。農業部

と財政部は、2012年から「酪農振興のため

のアルファルファ発展行動」により、生乳の

品質向上を通じて牛乳乳製品の品質向上をは

かってきた。2012年から2015年までの間

に、中国政府は、良質アルファルファを効率

よく生産する50万ムー（３万3350ヘクタ

ール）の生産地造成のために5.25億元（90

億7725万円）の特別資金を支出した。この

うち3億元（51億8700万円）は、生産性の

高い良質アルファルファ畑の造成に、2億元

（34億5800万円）はアルファルファの収穫

梱包機械などに、2500万元（４億3225万円）

は品種改良に使われた。対象地域は、主にア

ルファルファの生産に適した地域と酪農重点

地域で、西北、東北、華北地域に重点がおか

れた。補助対象は、農民飼料専業生産合作

社（注13）、飼料生産加工企業、酪農企業などで

ある（王鋒、2012）。このプロジェクトに

より、良質アルファルファの供給量が大幅に

増えた。2015年、良質アルファルファの供

給総量は300万トンであったが、そのうち

輸入品は120万トン、国産品は180万トン

であった。国産の良質アルファルファ生産量

は2010年比で8.2倍となり、輸入比率は大

幅に下がった。2020年には良質アルファル

ファの生産量が全国で360万トンに達する

ものと予想される（『全国アルファルファ産

業発展計画（2016-2020年）』）。

（注13）　  農民専業合作社法では、農民専業合作社とは「同じ農

作物または農業サービスを提供する者や利用する者が

自ら組織し、民主的な管理を行う互助性経済組織」と

定義されている。

（２）集乳・輸送段階

集乳・輸送段階では、永年にわたり、集乳

時の乳代金支払いがルール化されておらず不

資料：中国乳業年鑑
　注：１頭あたり乳量、乳脂肪分、乳たんぱく質、体細胞数は日毎の平均値。

地域 年 調査対象
農家数（戸）

調査対象
乳牛頭数
（頭)

１頭当たり
乳量（kg/日)

乳脂肪率
（%）

乳たんぱく
率（%）

体細胞数
（千個/ml）

全国 2009 905 351,787 22.6 3.70 3.25 604
12 1,043 525,714 24.5 3.71 3.26 397
15 1,302 794,969 27.1 3.76 3.23 343

内モンゴル 09 83 24,796 24.5 3.68 3.37 288
12 36 43,596 26.8 3.68 3.37 365
15 33 58,656 28.8 3.99 3.29 370

黒龍江 09 97 51,923 20.1 3.64 3.26 602
12 90 61,621 19.6 3.63 3.33 325
15 108 110,120 27.6 3.73 3.34 529

河北 09 66 28,595 23.1 3.78 3.35 659
12 116 68,121 26.2 3.79 3.31 380
15 171 89,601 26.8 3.89 3.25 244

山西 09 51 10,582 19.3 3.77 3.31 921
12 41 14,106 21.4 3.42 3.17 482
15 66 25,135 25.1 3.62 3.24 370

表２　乳量、乳脂肪率などの変化　
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透明なことや、乳価が不安定であること、政

府の監督にかなりの抜け道があることが問題

とされてきた。2008年に生乳に「メラミン」

が混入された問題も、規制のすき間に生じた

ものであった（靳明、陳雯，2018）。牛乳

乳製品の安全にかかわる事件の再発を防ぐた

め、政府は、集乳・輸送段階に対して、一連

の規制を設けた。

ア　集乳・輸送段階における取引管理の強化

2008年10月、農業部と国家工商行政管

理総局は、生乳取引の参考として、『生乳購

入販売契約見本』を発行し、生乳の取引数量、

品質、価格とその算出方法、違約責任を明確

に示すこととした。同年、農業部はさらに、『生

乳生産購入管理方法』を公布して、生乳生産

や集乳、輸送、監督・検査に関するルールを

整備した。2010年には国務院が『牛乳乳製

品の安全業務のさらなる強化に関する通達』

を出し、畜産獣医主管部門に対して、搾乳ス

テーション（注14）や輸送車両に対する許可管

理を強め、業者の適格性などを厳しく審査す

るよう求めた。その後、許可された施設など

が適切に管理されていないケースが発覚した

ことから、農業部は、2017年に『搾乳ステ

ーション・輸送車両に対する規制業務のさら

なる強化に関する通達』を出し、許可取得後

も監督することとした。また、インターネッ

トを使って効率的に監督するため、各地方に

対して「全国搾乳ステーション・輸送車両監

督システム」を運用するよう求めた。

全国各地で搾乳ステーションが厳しく監督

されるようになったことにより、搾乳ステー

シ ョ ン は、2008年 の2万3000カ 所 か ら

2016年には6130カ所に減り（注15）、搾乳ス

テーションの設備や検査水準、作業従事者の

資質などが大きく改善し、さらに、すべての

生乳が許可を受けた専用車両によって運ばれ

るようになった。 

（注14）　  共同の搾乳所。搾乳設備を持たない零細農家が乳牛を
連れてきて搾乳する。個人や企業によって運営されて
おり、乳業メーカーとしては、零細農家から個別に生
乳を買い集めるよりも、搾乳ステーションからまとめ
て買い取る方が効率的かつ衛生的というメリットがあ
る。

（注15）　  市場の新しいすう勢の把握　乳製品企業には加工技術
の向上が必須-中国食品機械設備ネット　　　　　　　 
http://www.sohu.com/a/152981528_233104 

イ 　違法行為を厳しく処罰

農業部は2011年、『乳畜の飼養と生乳の

購入・輸送段階の違法行為の厳重処罰に関す

る規程』を公布し、違法行為を厳しく罰する

と明確に定めた。生乳購入者（集乳事業者）

が食用でない化学物質を添加した場合は、生

乳や関連施設、当該生乳による所得を没収す

るとともに、違法生乳の価格の30倍の罰金

を科すことが定められた。同年、農業部は続

けて、『生乳生産購入記録・乳価検査制度』、『生

乳の安全を確保する別地抜取検査制度（注16）』、

『搾乳ステーションの安全「ブラックリスト」

制度（試行）』などを発表した、これらによ

って酪農、集乳・輸送段階の違法行為に対し

て法に基づいて厳しく処罰するとともに、全

国規模で信用情報の構築を進めた。農業部は

このほか、2009年に全国生乳品質モニタリ

ング計画により、搾乳ステーションと輸送車

両を重点的にモニタリングすることとした。

2016年には、のべ生乳サンプル2万6000

検体、搾乳ステーション１万1000カ所（回）、

輸送車両8200台（回）を検査した。生乳の抜

き取り検査の合格率は99.8%（注17）に達してお

り、牛乳乳製品の安全は、効果的に確保され

ている。
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（注16）　  抜取検査を行う検査官が単一の地域を担当しつづける

と、検査対象の関係者と共謀して不正を行うおそれが
ある。このため、定期的に別の地域の担当官が抜取検
査を行うこととされている。

（注17）　  中国乳業の見事な変身：向上を続ける品質 民族ブラン

ドが世界へ‒新華ネットhttp://www.xinhuanet.com/

politics/2017-09/24/c_1121713891.htm 

（３）牛乳乳製品加工段階

中国では、牛乳乳製品の加工段階に対する

政策が、2003年以降に集中的に打ち出され

ている。当初は、その多くが基準の制定や技

術開発、生産振興に重きをおいていたが、「メ

ラミン混入事件」によって、酪農の無秩序な

発展による過剰生産や生乳の奪い合いが明ら

かになったことを機に、2008年以降は、こ

の問題を解決するため、乳業メーカーに対す

る大規模な改善・整理や厳しい取り締りが行

われた。

ア 　業界の参入基準のひきあげにより、産業

構造が最適化

加工段階を厳しく監督するため、工業・情

報化部は2008年10月18日、国家品質監督

監査検疫総局、工商総局と共同で、『乳業界

の整理・規範化業務プラン』をうちだし、半

年間にわたり、全国の乳業メーカーの整理を

すすめた。具体的には、産業政策や業界の参

入条件にあわず、改善期限内に条件を満たす

ことができない乳業メーカーに対し、法に基

づいて工場閉鎖を求めた。2009年、工業・

情報化部は、『乳業産業政策』を改訂して公

布し、『乳業参入条件』をその中に組み入れて、

闇雲な投資や過剰な建設の防止を図った。

2014年には、工業・情報化部を含む４つの

部や委員会が『育児用粉乳メーカーの合併再

編推進プラン』を公布し、一定の条件にあう

メーカーに対し、さらに競争力を高めるため、

合併や事業譲渡、共同再編、株式取得・移管

などさまざまな方法で合併再編をうながし

た。こうした一連の政策により、高品質な製

品を作れない多くの乳業メーカーが淘汰され

た。これにより、2016年の乳業メーカー数

は、2009年の803社から627社へと明らか

に減った（図４参照）。乳業メーカーの数が

減った一方で、売上と利益の総額はいずれも

安 定 し て 増 え、 売 上 の 総 額 は3504億 元

（2016年、６兆582億円）、利益の総額は

260億元（同、4494億円）となり、それぞ

れ2009年に比べ、116%増、149%増とな

った。

図４　中国の乳業メーカー数と利益総額（2009‒2016年）
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資料：2009‒2015年のデータは『中国乳業年鑑』、2016年のデータは新華ネット（注18）
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表３　牛乳乳製品の生産量の推移（2009‒2017年） 

資料：		2009-2015年のデータは『全国乳業発展計画（2016－2020年）』のデータであり、2016年のデータは搜狐ネット（注19）

2017年のデータは中国産業情報研究ネット（注20）である。
　注：その他乳製品は、粉乳やバター、チーズなどである。

（注18）　  中国の一定規模以上の乳製品加工企業の年間売上総額

が3500億人民元を突破-新華ネット　　　　　　　　 

http ://www.xinhuanet .com/2017-07/29/

c_1121399944.htm 

（注19）　  2017年1月中国乳業生産月報-搜狐財経-搜狐ネット

http://www.sohu.com/a/127113418_470064 

（注20）　  2017年12月の全国の乳製品生産量は254.5万トン-中

国産業情報研究ネットhttp://www.china1baogao.

com/data/20180124/8423955.html 

また、牛乳乳製品の生産量は比較的安定し

ており、2014年に減少したほかは、増加傾

向を保っている（表３）。2017年の牛乳乳

製品の生産量は2935万トンに達し、2009

年比で52%増加した。

イ 　科学的な基準により、牛乳乳製品の生産

を標準化

乳業メーカーの生産に関する基準として、

2010年に『牛乳乳製品の生産規範』が公布

された。そこでは、原料の工場への受け入れ、

製品の生産、輸送、貯蔵など、それぞれの段

階で汚染を防ぐことの重要性が強調された。

同年、衛生部が『生乳』（GB19301-2010）

をはじめとする牛乳乳製品の安全に関するあ

らたな国家基準を66件定め、これまでの基

準における矛盾や重複、非科学的な指標設定

などの問題を解消して、牛乳乳製品の安全に

かかる統一的な国家基準体系をつくりあげ

た。2010年以降も牛乳乳製品の安全関係で

74件の国家基準がつぎつぎと公布された。

内訳は、製品の基準が21件、生産規範の基

準が3件、検査方法の基準が50件となって

いる。特に、育児用粉乳の基準は、コーデッ

クス委員会やEUの関連基準を参考にしてつ

くられたもので、世界でも最も要求水準の高

い基準のひとつとなっている（注21）。こうした

法規や基準によって、企業活動がルール化さ

れ、乳業の健全で安定した発展がはかられて

いる。

（注21）　  トピック丨中国乳業の品質に関する10年間の発展成果

報告-中国食品安全報　　　　　　　　　　　　　　　 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1590035090

188130293&wfr=spider&for=pc 

（４）販売・消費段階

この段階では、非常に多くの消費者がかか

わっている。2008年に起きた「メラミン混

入事件」によって、消費者は国産品への信頼

を失ったため、輸入量は年々増え、中国の酪

（単位：万トン）

年 牛乳乳製品
生産量

うち

飲用乳・ヨーグルト生産量 その他乳製品生産量

2009 1,935 1,642 294
10 2,160 1,846 314
11 2,388 2,061 327
12 2,545 2,147 399
13 2,698 2,336 362
14 2,652 2,400 252
15 2,783 2,521 262
16 2,993 2,737 256
17 2,935 — —
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農・乳業は深刻な危機を迎えた。これに対し

政府は、消費促進対策によって消費者の信頼

回復を図った。

ア 人口政策と社会の発展が牛乳乳製品市場

にチャンスをもたらす

市場経済において、産業の急速な発展をさ

さえるのは需要であり、中国の牛乳乳製品に

はそれがある。「１人っ子政策」が2015年

に終わり、２人目の出産を許可する政策（注22）

がはじまったことは、牛乳乳製品市場、とり

わけ育児用粉乳市場にとって、大きなチャン

スとなるだろう。国民の１人当たりの所得水

準が、2020年に2010年の２倍となること

や、「第13次５カ年計画」期間中（2016 ～

2020年）に農村部から都市部に約１億人が

移住すること、総人口が約6000万人増える

ことなどを考慮すると、全国の乳類需要量は

2020年 に5800万 ト ン（ 年 平 均 増 加 率

3.1%（注23））と予想される。このほか、社会

や経済の発展、都市化の進展にともなって

人々の生活水準が向上すれば、牛乳乳製品消

費は、さらに加速するだろう。

（注22）　  二人目の出産を許可する政策により、夫婦が２人目の

子どもを持てるようになった。

（注23）　  農業部馬宝：乳業の供給側の構造改革はぜひとも必要-

牛業界情報-中国畜牧ネットhttp://www.chinafarming.

com/nh/2017/1/13/201711314514822938.

shtml 

イ 理性的消費への誘導と消費者の権利保護

により、好ましい消費環境を実現

販売・消費段階における国の政策は、理性

的な消費への誘導と消費者の権利保護に重き

をおいている。国家品質監督検査検疫総局と

農業部は2007年、『液状乳の表示管理強化

に関する通達』を公表し、乳業メーカーに対

して、2008年１月１日から、低温殺菌牛乳

と超高温殺菌牛乳にそれぞれ「鮮牛乳」、「純

牛乳」などと表示するよう求めた。これは、

液状乳の表示制度を整えることで、消費者の

知る権利、選択する権利を守ることを目指し

た措置である。2008年の『乳業整理改善・

振興計画』では、すみやかな情報の公表、消

費者の権利の保護、乳製品にかんする知識の

普及などにより、消費者の信用をとりもどす

べきであると指摘された。また、2017年に

農業部が出した『観光牧場の宣伝に関する通

達』は、観光牧場という新しい方法で酪農・

乳業をアピールし、国産牛乳乳製品の消費を

促すことを狙ったものであった。さらに

2018年、中国乳業協会は、「ネットデマに

よる酪農・乳業への嫌がらせ」について声明

を出し、酪農・乳業に対するデマに対し、法

的手段によって積極的に取り締まることを明

らかにした。こうした一連の政策は、牛乳乳

製品の消費をとりまく環境を整えるもので、

消費者の信用回復にあるていど貢献してい

る。

ウ 学校牛乳により青少年消費市場を開拓

2000年、農業部、教育部など7つの部・

委員会・局が『児童生徒に牛乳を与える国家

計画』を公布した。これは、小中学生に対し

て学校牛乳を提供することにより、子どもた

ちの身体の発達をうながし、好ましい食習慣

を身につけることを目的としている。2011

年秋には、農村の義務教育中の児童生徒を対

象としとして、栄養改善計画が正式にはじま

り、大中都市のみならず、多くの農村、特に

貧困地域にまで拡大して実施されることとな

った。この措置はすばらしい結果をあげた。

登校日における全国の平均供給量は、2011

年の840万人分（注24）から2013年には2164
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万人分となり、じつに158%増えた（図５）。

ただし、2014年からは、学校給食のしくみ

が変わったことで供給量が減っている。この

計画は、青少年の消費量を増やし、結果とし

て牛乳乳製品市場の発展を後押ししている。

図５　児童生徒用牛乳の登校日平均供給量（2001〜2016年、全国）
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資料：中国乳業白書『児童生徒に牛乳を飲ませる新しい時代の国家計画の普及』（注25）
　注：登校日の平均供給量とは、供給総量を登校日数で割って求めた一日の平均供給量である

（注24）　  １人分の容量は地域によって異なるが、おおむね

180mlまたは200ml、250mlである。

（注25）　  児童生徒に牛乳を飲ませる新しい時代の国家計画の普

及-中国児童生徒に牛乳を飲ませる計画ネットhttp://

w w w . s c h o o l m i l k . g o v . c n / s / j h g k /

ssgk/17062221042706510480 

（５）食品安全

生乳の安全確保は、酪農・乳業の発展を考

えるうえで、もっとも重要である。

酪農・乳業は、1999年から2007年まで、

驚異的なスピードで発展した。この結果、産

業構造が不均衡となり（注26）（姚梅、2014）、

2008年に「メラミン混入事件」が起きた。

それまで、中国における牛乳乳製品の安全政

策は、基準を定めることが中心であった。「メ

ラミン混入事件」により政府は、酪農・乳業

に対して、史上もっとも厳しい規制を設ける

こととなった。2008年、国務院が『牛乳乳

製品安全規制管理条例』を公布し、酪農経営、

集乳業者、乳業メーカー、小売業者に対して、

それぞれが生産、集乳、輸送、販売する牛乳

乳製品の安全に責任をもつよう求めた。また、

国家食品薬品監督管理総局は、牛乳乳製品を

安全性リスクの高い食品グループに分類し、

国が特別に抜き取り検査を行うよう定めた。

長年にわたる厳しい規制と乳業メーカーの努

力により、中国の牛乳乳製品の安全性は向上

しつづけている。2017年、牛乳乳製品の抜

き取り検査合格率は99.2%となり、食品の

中でもトップクラスの水準を保っている（図

６）。

（注26）　  牛乳乳製品需要の急拡大によって、乳業メーカーが互

いに生乳を奪い合い、集乳における秩序が混乱してい

たことをさす。

消費者がもっとも関心を持ち、不安を感じ

ている育児用粉乳の安全性を確保するため、

政府は2010年から一連の対策をとってきた

（表４）。このうち、2016年に国家食品薬品

監督管理総局が公布した『育児用粉乳の配合

登録管理方法』は、「史上もっとも厳格な粉

ミルク政策」と称されている。この『管理方

法』において、2018年１月１日から、配合
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レシピが登録されていない育児用粉乳は中国

で販売してはならないとされている。2017

年12月27日の時点で、国家食品薬品監督管

理総局は330件の申請受理した。国内外の

128の乳業メーカーの940の配合レシピが

登録され、そのうち国内乳業メーカーは93

社であり、許可を受けて登録された配合レシ

ピの数は737であった。一方、国外乳業メ

ーカーは35社、登録された配合レシピの数

は203であった（注27）。この措置により、多く

のブランドが入り乱れる状況が整理され、育

児用粉乳販売市場が管理され、安全性がさら

に高まった。近年、育児用粉乳の抜き取り検

査での合格率は一貫して98%以上を保って

おり、2017年には99.5%となった。つまり、

育児用粉乳の安全性は史上最高レベルに達し

ているといえる（図7）。

（注27）　  国内の育児用粉乳企業の配合登録達成率は85%に- 

新 京 報 ネ ッ トhttp://www.bjnews.com.cn/

feature/2018/01/02/470855.html

（注28）　  2017年育児用粉乳の抜き取り検査合格率は99.5%に-

央広ネットhttp://china.cnr.cn/ygxw/20180202/

t20180202_524122812.shtml 

図６　2017年の大口消費食品の抜き取り検査合格率
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資料：中国乳業協会

図７　育児用粉乳の抜き取り検査合格率
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資料：2014‒2016年のデータは中国食品報15のデータであり、2017年のデータは央広ネット（注28）のデータ
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中国政府による政策は、酪農・乳業の発展

に対して、大きな貢献をしている。政策には、

奨励もあれば規制もあり、先進国の経験から

学びつつ、中国の現状を踏まえたものとなっ

ている。具体的にみると、生乳生産段階では、

重点的な補助と近代化をすすめ、集乳・輸送

段階では、標準化された管理を強め、加工段

階では、業界の参入基準と生産基準をひきあ

げ、販売・消費段階では、刷新に重点をおき、

消費者の権利を保護している。こうしたなか

で、近年重視されているのが生産・加工の段

階である。今は、上流・中流段階で生産力が

強いため、いかにして需給のバランスをとる

か、いかにして下流の消費者の信頼を得て消

費を刺激するかが切実な問題となっている。

この点については、表面的な問題にとらわれ

ず、つねに根本的な課題の解決をはかり、持

続的で健全な発展をうながす長期的に有効な

発表された時期 政策の名称 政策の内容

2007年4月 『育児用粉乳生産許可証審査細則
（2006版）』

育児用粉乳生産の基本的プロセス、重要な規制部分、
備えるべき施設の基準などについて規定

2010年11月 『企業の育児用粉乳生産許可条件審査
細則（2010版）』

生産許可の条件ならびに検査について詳細に説明

2013年6月 『育児用粉乳の品質安全業務のさらな
る強化に関する意見』

薬品管理方法にならい、生産・取扱者が育児用粉乳の
安全性について第一の責任を負う

11月 『育児用粉乳生産企業監督検査規程』 生産企業の安全責任について具体的に定め、企業に対
する監督検査の方法、手順、結果の処理方法を明確化

12月 『育児用粉乳の販売に対する監督管理
業務のさらなる強化に関する通達	』

育児用粉乳を専用カウンター・専用ゾーンで販売する
こととし、補償制度を整備

	〃 『育児用粉乳の供給源の構築と搾乳ス
テーションの規制の強化に関する通
達』

育児用粉乳メーカーの原料供給源の状況を調査し、搾
乳ステーションと輸送車両の資質を厳しく審査するこ
とを指示

	〃 『育児用粉乳生産許可審査細則（2013
版）』

原料・補助材料の検査と製品の管理について規定

2014年3月 『輸入粉乳を使用して育児用粉乳を生
産する場合の生産許可審査関連業務に
関する通達』

輸入粉乳の配合と品質を厳格に審査。育児用粉乳メー
カーは、使用する輸入粉乳の品質制御文書を作成

2015年12月 『育児用粉乳生産企業の食品安全追跡
情報記録規範の公布に関する通達』	

生産・取扱い過程の情報を真実にもとづき、正確に、
有効に記録し、育児用粉乳メーカーの製品のトレーサ
ビリティを確立、整備

2016年6月 『育児用粉乳製品の配合登録管理方法』 国産と輸入育児用粉乳製品の配合レシピについて、登
録管理するとともに、登録数に上限を設定。乳業メー
カー１社あたり、原則として各生育段階（3段階）ご
とに、３つの配合、最大9種類まで登録できる

9月 『育児用粉乳製品の配合登録管理の過
渡期に関する公告』

2018年1月1日より、国内で生産される、または輸入
される育児用粉乳は、製品配合登録証明書の取得が義
務づけ

12月 『育児用粉乳ラベル表示の規範化、監
督検査業務の実施に関する通達』

育児用粉乳ラベル表示の監督を強化し、製品の名称、
表示内容、含有量、機能などを標準化

2017年4月 『2017年食品安全業務の重点』 育児用粉乳のトレーサビリティの構築を強化

表４　育児用粉乳の安全に関する近年の政策

資料：農業農村部、食品薬品監督管理総局、品質監督検査検疫総局等の部門の政府文書およびオンライン公開データを整理したもの

３　結論
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しくみを模索することが大切である。上述の

分析をとおして、本論では以下のとおり政策

を提案する。

（１）消費を誘導する方法を刷新し、消費
者の信用をすみやかに取り戻す

中国の酪農・乳業は、すでに飛躍的な発展

をなしとげ、国内需要は拡大しつづけている

が、国産牛乳乳製品に対する消費者の信頼は、

依然としてきわめて低く、販売・消費段階で

の政策は相対的にすくない。また、既存の政

策も販売・消費面で直接的な役割を十分はた

しているとはいえない。市場を羅針盤として、

消費者の心理とニーズを十分に把握したうえ

で生産することが必要であり、無計画な生産

はさけるべきである。政府の立場からいえば、

企業に対する監督に力を入れると同時に、ソ

ーシャルメディアや最新の技術を活用し、

PRやマーケティングの方法を刷新するべき

であり、酪農・乳業の科学研究、教育、生産

を組み合わせて、これまでの酪農・乳業の成

果を周知し、消費者が国産品に回帰するよう

少しずつ誘導するべきである。一方で、イン

ターネットでの世論が牛乳乳製品の消費に与

える悪影響も見過ごせない。デマを厳しく取

り締まり、真実を明らかにするとともに、否

定的な世論が形づくられる根本的な原因をふ

かく理解し、対処しなければならない。

（２）酪農・乳業の産業全般に対する規
制にひきつづき取り組む

中国の酪農・乳業の水準はすでに大幅に向

上しているが、依然として牛乳乳製品には安

全上のリスクがある。このため、酪農・乳業

の各段階に対する監督を緩めてはならず、重

大な食品安全上の問題が起きないよう、断固

とした対策をとらなければならない。具体的

には、政策の改善策として、以下の３点を提

案する。

第一に、これまでの政府による監督だけで

なく、消費者、民間企業なども加えたニュー

ジーランドの管理体制を参考にして（王敏等、

2016）、数多くの消費者の監視の目を十分

に発揮させ、すみやかに対応するしくみにす

ることが必要である。さらに、第三者機関を

取り入れることで、モニタリング結果の信頼

性や公平性を高めるべきだ。

第二に、酪農家は、依然として、他産業と

比べると弱者であるものの、政府の補助だけ

に頼っていてはならない。近代的な酪農経営

の育成をすすめ、需要に応じた生産をうなが

し、持続可能な発展をはかる必要がある。

第三に、中国は集乳と輸送の段階に対する

規制をかなり遅くなってから重視することと

なったが、この段階とほかの段階との連携を

ひきつづき強化し、生乳生産、集乳・輸送な

どさまざまな段階で流通を標準化する必要が

ある。それは、酪農経営、搾乳ステーション、

企業などの各者の関係を整理する助けにもな

り、酪農・乳業全般の発展を促すことにつな

がる。
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